
 

アメリカ合衆国フロリダ州産アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょうがき、

すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属

植物、ふともも属植物、みかん属植物（ライム及びレモンを除く。）及びユーゲニア属植物の生果実に関する植物検疫実施細則（令

和５年７月28日付け５消安第2572号 消費・安全局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前  
  

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」と

いう。）別表２の付表第88の規定に基づくアメリカ合衆国のフロリ

ダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、ア

セロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチ

カバ、すいしょうがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、

ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう

属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物（ライ

ム及びレモンを除く。）及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林

水産大臣が定める基準（令和５年７月26日農林水産省告示第880号。

以下「告示」という。）１の（２）又は（３）に規定するもの（１

、２の（１）のウ及び４において「生果実」という。）に係る植物

検疫の実施については、告示に規定するもののほか、この細則に定

めるところによる。なお、告示１の（１）に規定するものに係る植

物検疫の実施については、アメリカ合衆国フロリダ州内の管理地域

で生産されるみかん属植物（オレンジ、オロブロンコ、グレープフ

ルーツ、タンジェリン、タンジェロ及びポメロに限る。）の生果実

に関する植物検疫実施細則（令和５年７月28日付け５消安第2571号

消費・安全局長通知）に定めるところによるものとし、この細則の

規定は適用しない。 

 

 

１ 消毒施設 

告示４の低温処理施設、低温処理船舶、低温処理コンテナー及

びくん蒸施設は、次の条件を満たすものとする。 

（１）低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナー 

ア （略） 

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」と

いう。）別表２の付表第88の規定に基づき定める令和５年７月26日

農林水産省告示第880号（アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され

、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバ

ラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしょう

がき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りん

ご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれい

し属植物、ふともも属植物、みかん属植物（ライム及びレモンを除

く。）及びユーゲニア属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める

基準を定める件。以下「告示」という。）１の（２）又は（３）に

規定するもの（１、２の（１）のウ及び４において「生果実」とい

う。）に係る植物検疫の実施については、規則、告示及び輸入植物

検疫規程（昭和25年７月８日農林省告示第206号）に規定するものの

ほか、この細則に定めるところによる。なお、告示１の（１）に規

定するものに係る植物検疫の実施については、アメリカ合衆国フロ

リダ州内の管理地域で生産されるみかん属植物（オレンジ、オロブ

ロンコ、グレープフルーツ、タンジェリン、タンジェロ及びポメロ

に限る。）の生果実に関する植物検疫実施細則（令和５年７月28日

付け５消安第2571号消費・安全局長通知）に定めるところによるも

のとし、この細則の規定は適用しない。 

 

１ 消毒施設 

告示４の低温処理施設、低温処理船舶、低温処理コンテナー及

びくん蒸施設は、次の条件を満たすものとされている。 

（１）低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナー 

ア （略） 



イ 扉の施錠等により封印できる構造であること。ただし、低

温処理施設であって、封印が不可能な場合は、輸出用の荷口

を他の荷口と隔離できること。 

（２）（略） 

 

２ 消毒の実施 

（１）告示４の（１）の消毒については、アメリカ合衆国植物防疫

機関の管理の下、次により実施するものとする。 

ア～エ （略） 

オ エの確認の結果、告示４の消毒日数が低温処理コンテナー

の卸下までに満たされていないことが判明した場合であって

、当該低温処理コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、

アメリカ合衆国植物防疫機関から、当該低温処理コンテナー

の卸下された輸入港のコンテナーターミナル内において消毒

を継続することを希望する旨の書面又は電子メールによる申

出があり、当該低温処理コンテナーの卸下後、遅滞なく、当

該生果実を所有し、又は管理する者から検査申請書が提出さ

れ、植物防疫官が消毒を継続する場所及び期間並びに当該低

温処理コンテナーにき裂、損傷等がないことを確認したとき

には、卸下後の消毒の継続を認めるものとする。ただし、植

物防疫官が必要と判断する場合は、海上コンテナー詰輸入植

物等検疫要領（昭和47年８月24日付け47農政第4502号農政局

長通達）第６に定めるコンテナーターミナル内の一定の場所

において、輸入検査に先立ち、当該低温処理コンテナーにき

裂、損傷等がないことを確認するものとする。 

（２）告示４の（２）のくん蒸については、アメリカ合衆国植物防

疫機関は、告示４の（２）に定められた条件でくん蒸が実施さ

れたことを確認するものとする。 

 

３ 輸送中及び積込み時の措置 

告示７のカリブミバエに侵されることのないための措置をとる

ときは、次により実施するものとする。 

（１）・（２）（略） 

イ 扉の施錠等により封印できる構造であること。低温処理施

設であって、封印が不可能な場合は、輸出用の荷口を他の荷

口と隔離できること。 

（２）（略） 

 

２ 消毒の実施 

（１）告示４の（１）の消毒については、アメリカ合衆国植物防疫

機関の管理の下、次により実施するものとされている。 

ア～エ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）告示４の（２）のくん蒸については、アメリカ合衆国植物防

疫機関は、告示４の（２）に定められた条件でくん蒸が実施さ

れたことを確認するものとされている。 

 

３ 輸送中及び積込み時の措置 

告示７のカリブミバエに侵されることのないための措置をとる

ときは、次により実施するものとされている。 

（１）・（２）（略） 



 

４ 輸入検査 

（１）（略） 

（２）植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、植

物検疫証明書に告示６の（２）のア及びウ又はエの記載がない

場合又は卸下後の消毒の継続を認めた場合においてコンテナー

にき裂、損傷等があった場合は、当該生果実を所有し、又は管

理する者に対し、当該生果実の廃棄又は返送を命ずるものとす

る。 

（３）（１）及び（２）以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及

び輸入植物検疫規程（昭和25年７月８日農林省告示第206号）に

よるものとする。 

（４）植物防疫官は、カリブミバエが発見された場合は、次の措置

を講ずるものとする。 

ア・イ （略） 

 

４ 輸入検査 

（１）（略） 

（２）植物防疫官は、告示６の（１）の植物検疫証明書（以下「植

物検疫証明書」という。）が添付されていない場合又は植物検

疫証明書に告示６の（２）のア及びウ又はエの記載がない場合

は、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、当該生果実

の廃棄又は返送を命ずるものとする。 

 

（新設） 

 

 

（３）植物防疫官は、カリブミバエが発見された場合は、次の措置

を講ずるものとする。 

ア・イ （略） 
  

附 則 

この通知は、令和７年11月25日から施行する。 

 


